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	２　警告の概要
	公正取引委員会は，３社が平成１８年１０月１日から同１９年１２月３１日までの間に受注した公共建設工事について審査を行ってき
	ア　株式会社奥村組が，
	(ｱ) 農林水産省が北陸農政局において一般競争入札の方法により発注した別表１記載の公共建設工事２件について，不当に低い価
	(ｲ) 富山県が制限付き一般競争入札の方法により発注した別表２記載の公共建設工事について，同社が代表者となった共同企業体

	イ　オリエンタル白石株式会社が，
	(ｱ) 国土交通省が中国地方整備局において一般競争入札の方法により発注した別表３記載の公共建設工事２件について，
	(ｲ) 国土交通省が九州地方整備局において一般競争入札の方法により発注した別表４記載の公共建設工事２件について，
	(ｳ) 愛知県が一般競争入札又は指名競争入札の方法により発注した別表５記載の公共建設工事２件について，
	(ｴ) 三重県が一般競争入札の方法により発注した別表６記載の公共建設工事２件について，

	ウ　戸田建設株式会社が，大阪府が一般競争入札の方法により発注した別表７記載の公共建設工事２件について，同社が代表者となっ

	３社の前記(1)の行為は，それぞれ，独占禁止法第１９条（不公正な取引方法第６項〔不当廉売〕に該当）の規定に違反するおそれ


